
日本学生支援機構奨学金

2023年度継続説明会

JASSO
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継続願入力期間 継続願準備用紙 P1

２０２３年１２月１５日（金）～２０２４年１月３１日（水）

入力可能時間 ８：００～２５：００

土日祝日も入力できますが、年末年始（12/29～1/3）は入力できません。

継続願について 【貸与・給付共通】

次年度も継続して貸与奨学金や給付奨学金を希望することについて、

毎年１回願い出る必要があります。

継続願はそれぞれの奨学生番号で提出（入力）する必要があります。

入力が確認できない場合は

貸与奨学金は、２０２４年４月から貸与奨学生としての資格を失います。

給付奨学金は、２０２４年４月から給付奨学金の振込みが止まります。
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「継続願」準備用紙 【貸与・給付共通】

【
貸
与
】

【
給
付
】

入力する当日の日付

入力する当日の日付
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「継続願」準備用紙 【給付】

【
給
付
】

D－奨学金振込みの継続
の確認
現在、支援区分外等で振
込が止まっている場合も
あなたの希望を選択して
ください。

Ｅ－給付奨学金の返還

学年末の成績等により、交付済の給付奨学金や授業料減免額の返還が必要になる場合があります。

Ｆ－廃止や停止の処置

学年末の成績等により、廃止や停止と判定された場合は、

２０２４年４月からの給付奨学金と授業料減免を受けることができなくなります。

この項目について、「承知していない」もしくは「理解していない」を選択すると、手続を先に進めることがで

きません。
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「継続願」準備用紙 【給付】

【
給
付
】

Ｈ－学修の状況、Ｉ－アンケートまで入力が終わったら

給付奨学金継続願情報一覧で、入力内容に誤りがないか確認し、「送信」してください。

送信後、一定期間はスカラネット・パーソナルから訂正することができます。

「訂正不可」もしくは「提出期間外」と表示されてる場合は、訂正することはできません。

訂正できない場合は、大学に連絡してください。

担当：学生支援室 093-671-8915 【平日のみ】9：00～17：00（12/27～1/3は冬期休業です。）

具体的に記入してください。（１００文字程度）
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「継続願」準備用紙 【貸与】

【
貸
与
】

E－あなたの返還誓約書情報

自分の住所、電話番号の変更が可能です。

自分以外の住所等の変更はできません。変更や訂正がある場合は、学生支援室まで届け出てください。

ただし、自分以外の電話番号・携帯番号・勤務先の変更手続きは不要です。

貸与終了後にスカラネット・パーソナルから手続きをしてください。
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「継続願」準備用紙 【貸与】

【
貸
与
】

F－返還の義務

貸与奨学金は、返還の義務があります。

G－学業不振の場合の処置

学業不振で「廃止」または「停止」となった場合、２０２４年４月からの奨学金は振り込まれません。

この項目について、「自覚していない」もしくは「理解していない」を選択すると、手続を先に進めること

ができません。
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「継続願」準備用紙 【貸与・支出】

収入より先に支出を計算してください。

【
貸
与
】
自
宅
通
学

１）学費は、延納等で入力時点で秋学期を納入していない場合も１年分の授業料を入力してください。

教育充実費・委託徴収料を含めてください。

１年生は、入学金を含めてください。

8



「継続願」準備用紙 【貸与・支出】
収入より先に支出を計算してください。

【
貸
与
】
自
宅
外
通
学

１）学費は、入力時点で秋学期を納入していない場合も１年分の授業料を入力してください。

１年生は、入学金を含めてください。

教育充実費・委託徴収料を含めてください。
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「継続願」準備用紙 【貸与・参考資料】学費等

【
貸
与
】

【参考】授業料等（年間）

１）学費 年間の授業料等を計上してください。
延納等で入力する時点で学費が未納の場合でも１年分を計上してください。

【参考】入学金 1年生のみ、その他に含めてください。

授業料減免 入学金

減免なし 100,000

1/3免除 66,600

2/3免除 33,300

全額免除 0

授業料減免 授業料 教育充実費 委託徴収料 合計 1)学費に記入

減免なし 600,000 280,000 43,410 923,410 ➡ 92万円

40％免除 360,000 280,000 43,410 683,410 ➡ 68万円

50％免除 300,000 280,000 43,410 623,410 ➡ 62万円

1/3免除 400,000 280,000 43,410 723,410 ➡ 72万円

2/3免除 200,000 280,000 43,410 523,410 ➡ 52万円

全額免除 0 280,000 43,410 323,410 ➡ 32万円
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「継続願」準備用紙 【貸与・収入】

【
貸
与
】
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「継続願」準備用紙 【貸与】

【
貸
与
】

５．収入と支出の差額 差額がマイナスの場合は次の画面に進むことができません。

もう一度、収入と支出を見直してください。

貸与奨学金は返還が必要な奨学金です。

差額を確認し、奨学金を借り過ぎていないか、貸与月額の見直しの機会にしてください。

貸与月額は変更することができます。

具体的に記入してください。（１００文字程度）
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「継続願」準備用紙 【貸与】

【
貸
与
】 具体的に記入してください。（１００文字程度）

Ｊ－学修の状況、Ｋ－アンケートまで入力が終わったら

奨学金継続願情報一覧で、入力内容に誤りがないか確認し、「送信」してください。

送信後、一定期間はスカラネット・パーソナルから訂正することができます。

「訂正不可」もしくは「提出期間外」と表示されてる場合は、訂正することはできません。

訂正できない場合は、大学に連絡してください。

担当：学生支援室 093-671-8915 【平日のみ】9：00～17：00（12/27～1/3は冬期休業です。）

２０２４年４月以降の奨学金の継続を希望しない方へ（辞退）

以下の変更を希望する場合は、提出期限までに学生支援室に届け出てください。

■所得連動返還方式から定額返還方式への変更【第一種奨学金】

■利率の算定方法の変更【第二種奨学金】

提出期限：２０２４年２月２９日 貸与終了後の変更はできません。
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「継続願」の提出（入力）方法

スカラネット・パーソナルに
アクセスし、ログイン画面に
進んでください。

14



「継続願」の提出（入力）方法

ユーザID・パスワードを
入力してください。

未登録の場合は、
登録から始めてください。

ユーザID・パスワードを
忘れた場合は、再設定して
ください。
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「継続願」の提出（入力）方法
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「継続願」の提出（入力）方法

奨学金継続願提出を
クリックしてください。
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「継続願」の提出（入力）方法

奨学生番号をクリックすると、継続願の提出を行うことが

できます。

複数の奨学生番号がある場合は、それぞれの奨学生番号に

ついて、入力が必要です。

給付奨学金・第一種奨学金・第二種奨学金

３つある場合は、３回継続願を提出する必要があります。

第一種奨学金と第二種奨学金の両方を継続申請する場合は

同じ内容で２回継続願を提出（入力）してください。

準備用紙に下書きしたとおりに入力してください。
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「適格認定」について

奨学金継続願を提出（入力）すると、

大学は学業成績・学修状況・生活状況等を確認し、

継続の可否等を認定区分に応じて判定し、機構に報告します。

機構は、その認定に基づき継続等に必要な措置をとります。

認定の結果によっては、

奨学金の交付が廃止（打ち切り）や停止（中断）となる場合があります。

「処置通知」は、４月の振込日以降に大学を通じて交付します。

※４月の振込日：４月１９日（金）です。
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「適格認定」について 【貸与・認定区分等】

※「処置通知」は、４月の振込日以降に大学を通じて交付します。

「継続」は、交付されません。

大学は以下の３つの要素に基づいて、奨学金貸与の継続可否等を認定区分に応じて判定します。

１．人物 ２．学業 ３．経済状況

学業については、修業年限で確実に卒業できる見込みがあること。

認定
区分

処置（どうなるか） ４月以降の振込み

廃止 貸与奨学金の交付を取り止めます。（奨学生の資格を失います。）

振り込まれません。

停止 貸与奨学金の交付を停止します。（1年以内で学校長が定める期間）

警告
貸与奨学金の交付は継続します。
学業成績が回復しない場合は、「廃止」または「停止」となる場合があります。 振り込まれます。

2024年4月分（4/19）の
振込状況を確認してください。

継続 貸与奨学金の交付を継続します。
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「適格認定」について 【貸与・認定区分等】

※「処置通知」は、４月の振込日以降に大学を通じて交付します。

「継続」は、交付されません。

給付奨学金は、貸与奨学金より厳しい基準で認定されます。

認定
区分

適格基準 処置（どうなるか）

廃止

次のいずれかに該当するとき
１．修業年限で卒業できないことが確定したとき
２．修得した単位数の合計が標準単位数の５割以下であること
３．出席率が５割以下であること
４．警告の区分に連続して該当すること

４月以降の奨学金は振り込まれません。
給付奨学生の資格を失います。

停止
警告の区分に連続して該当すること
２回目の警告理由が「GPAが学部の1/4の範囲に属する場合」のみ

４月以降の奨学金は振り込まれません。
４月以降の奨学金の支給が中断されます。

警告

次の１~３のいずれかに該当するとき
１．修得した単位数の合計が標準単位数の６割以下であること
２．GPA等が学部における下位1/4の範囲に属すること
３．出席率が8割以下であること

４月以降も奨学金は振り込まれます。
給付奨学金の支給は継続します。
学業成績が回復しない場合は、「廃止」また
は「停止」となる場合があります。

継続 「廃止」、「停止」、「警告」以外の者
４月以降も奨学金は振り込まれます。
給付奨学金の支給は継続します。

標準単位数（学年末） 1年生：31単位 2年生：62単位 3年生：93単位
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奨学金継続願入力期限

2024年1月31日（水）まで

以上で、継続説明会を終わります。

学生支援室：093-671-8915

冬季休業のお知らせ

2023年12月27~2024年1月3日の間、冬季休業期間となります。

期間中は、メールや電話などの問い合わせに応じることができません。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承ください。
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